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１ 調査に至った経緯

本市においては、平成２９年８月３１日に道の駅かつらぎの建設工事に関

する住民監査請求が提出され、監査の結果、公文書偽造により架空工事が行

われていたことや、虚偽による不正な契約が行われていたことが判明し、平

成２９年１０月３０日に山下和弥前市長及び生野吉秀元副市長並びに関係す

る業者に対して損害賠償請求ないし不当利得返還請求を行うよう市に対して

監査委員より勧告がなされるという市民の信頼を大きく失墜させる不祥事が

明るみになった。それに基づき、市は関係者に損害賠償請求、不当利得返還

請求を行ったが、いずれの者からも支払い意思が確認できなかったため、同

請求に係る訴えの提起を議会へ上程された。この間、道の駅かつらぎ建設事

業に関して多額の補助金の返還が発生することが判明した他、新たに道の駅

かつらぎ建設に関連して行われた地質調査が、不適正な事務処理手続きのも

と行われたことが判明したが、道の駅かつらぎ建設工事の全容の解明には至

らなかった。これらを受け、本市議会ではすでに総務建設常任委員会の調査

案件ではあったものの、平成３０年３月２２日に全員協議会を開催し、行政

の活動を市民の立場から監視することが議会の責務であるという観点から、

地方自治法第９８条第１項の権限を付与した特別委員会を設置し、原因究明

と再発防止を目的として詳細なる調査を行っていくことを全会一致で確認し

た。そして、平成３０年３月２３日の本会議において、「道の駅かつらぎに関

する調査特別委員会の設置について」議長発議で提案し、本委員会の設置が

決定した。

２ 特別委員会の設置

（１）設置決議（平成３０年３月２３日）

道の駅かつらぎに関する調査特別委員会の設置について

①委員会の名称

道の駅かつらぎに関する調査特別委員会

②委員定数

１０名

③委員会の権限

地方自治法第９８条第１項の権限を委任する

※地方自治法第９８条第１項による検査権とは議会が、普通地方公共団体の事務に関

する書類及び計算書を検閲し、市長等へ報告を請求して、事務の管理、議決の執行及

び出納を検査することができる権限である。なお、書面による検査を行い、実地調査

をすることはできない。
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④調査・審議事項

道の駅かつらぎに関する事項

⑤設置期間

議会が必要と認められる期間

地方自治法第１０９条第４項による

※議会の議決より付議された特定の事件については、閉会中も、なお、

これを審査することができる（地方自治法第１０９条第８項）

⑥設置理由

道の駅かつらぎの建設にあたり、不適正な事務処理があったため、事業内

容の再調査を行う

（２）委員長、副委員長、委員の氏名

【平成３０年３月２３日～同年１１月１４日】

委員長 西井 覚

副委員長 下村 正樹

委員 杉本 訓規 梨本 洪珪 松林 謙司

谷原 一安 川村 優子 増田 順弘

岡本 司 西川 弥三郎

【平成３０年１１月１４日～令和元年１１月１８日】

委員長 西井 覚

副委員長 梨本 洪珪

委員 杉本 訓規 松林 謙司 谷原 一安

川村 優子 増田 順弘 岡本 司

下村 正樹 西川 弥三郎

【令和元年１１月１８日～令和２年１０月１８日】

委員長 西井 覚

副委員長 梨本 洪珪

委員 杉本 訓規 松林 謙司 谷原 一安

川村 優子 増田 順弘 岡本 司

吉村 優子 西川 弥三郎

【令和２年１０月１８日～令和２年１１月２０日】

委員長 西井 覚

副委員長 梨本 洪珪
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委員 杉本 訓規 松林 謙司 谷原 一安

川村 優子 増田 順弘 岡本 司

（欠員） 西川 弥三郎

【令和２年１１月２０日～現在】

委員長 下村 正樹

副委員長 梨本 洪珪

委員 杉本 訓規 村 始 奥本 佳史

松林 謙司 谷原 一安 増田 順弘

岡本 司 西川 弥三郎

３ 調査の概要

（１）調査事項

道の駅かつらぎに関する事項

（２）調査の視点

道の駅かつらぎの建設にあたり、不適正な事務処理があったため、事業内

容の調査を行う。

① 道の駅かつらぎに関する全体事業費及び全体計画の確認

② 不適正な事務処理手続きの事実内容及び経緯の確認

Ⅰ 新道の駅建設事業にかかる建物移転補償について

Ⅱ 太田新池線改良工事（他１件）に伴う地質調査について

Ⅲ 南阪奈側道１号線道路改良その２工事について

Ⅳ 太田新池線道路改良工事（他３件）の工事について

③ 補助金の返還に係る経緯の確認
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（３）調査方法

本委員会は、地方自治法第９８条第１項の権限を委任された調査特別

委員会であることから、道の駅かつらぎに関する上記事業の事務に関す

る書類及び計算書、及び調査の過程で必要と判断した資料を、執行機関等

に請求し、各委員が検閲した。さらに、説明員として関係職員の委員会及

び協議会出席を要求し、必要に応じて説明を求め、質疑を行った。

なお、検閲する書類等については、委員会室で管理し、委員各位が常時

閲覧可能な環境を整えた。

（４）委員会等の開催状況

平成３０年３月２３日　特別委員会設置

平成３０年
開会時間 会議名等 協議内容・決定事項等

4月5日 木 午前10時
第1回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委
員会協議会

協議案件　「今後の委員会運営について」

　下記資料の説明及び検証
①地域活性化事業委託料一覧資料
②地域活性化事業費工事費一覧資料
③地域活性化事業費補償費一覧資料

　次回下記資料を求めることに決定
①道の駅かつらぎの整備にからむ柊の郷の移転先の地質調査の関
係書類一式
②道の駅かつらぎに関して調査された市政検討委員会の議事録
③地域活性化事業用地一覧資料
④地域活性化事業委託料一覧資料（詳細）

4月27日 金 午後2時
第2回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委
員会協議会

協議案件　「資料請求の結果について」　

　下記資料の説明及び検証
①道の駅かつらぎの整備にからむ柊の郷の移転先の地質調査の関
係書類一式
②道の駅かつらぎに関して調査された市政検討委員会の議事録
③地域活性化事業用地一覧資料
④地域活性化事業委託料一覧資料（詳細）
4/14付読売新聞の記事について検証

　次回下記資料を求めることに決定
①道の駅かつらぎの整備事業に係る委託料随意契約の詳細資料
②道の駅かつらぎに関して調査された市政検討委員会配付資料
　　（関係職員への聞き取り調査結果報告書）

5月15日 火 午前10時
第3回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委
員会協議会

協議案件　「今後の委員会運営等について」

　下記資料の説明及び検証
①道の駅かつらぎの整備事業に係る委託料随意契約の詳細資料
②道の駅かつらぎに関して調査された市政検討委員会配付資料
　　（関係職員への聞き取り調査結果報告書）
※②については非公開のため、提出できない旨の報告あり
4/14付読売新聞の記事について検証
5/8付毎日新聞の記事について検証

谷原議員より、訴えの提起に係る関係資料の提供があり、委員会資
料とすることを決定

道の駅かつらぎに関する調査特別委員会等の開催状況

日程
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5月23日 水 午前10時
第4回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委
員会協議会

協議案件　「今後の委員会運営等について」

下記４項目について不適正な事務処理手続きの事実内容及び経
緯の確認の再調査を行うことを決定
Ⅰ　新道の駅建設事業にかかる建物移転補償について
Ⅱ　太田新池線改良工事（他１件）に伴う地質調査について
Ⅲ　南阪奈側道１号線道路改良その２工事について
Ⅳ　太田新池線道路改良工事（他３件）の工事について

次回の協議会において、当時の関係職員を説明員として呼ぶことを
決定

6月5日 火 午前10時
第5回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委
員会協議会

協議案件　「道の駅かつらぎに関する説明について」

説明員（９名）から聞き取り調査を実施

6月18日 月 午後3時
第6回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委
員会協議会

協議案件　「今後の委員会運営等について」

次回の委員会運営の方針を決定

6月26日 火
午前9時30
分

第1回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委

員会

調査案件　１．協議会の開催状況の報告について
　　　　　　　２．不適正な事務処理手続きの検証について
　　　　　　　３．今後の委員会運営について

9月3日 月 午前10時
第7回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委
員会協議会

協議案件　「今後の委員会運営等について」
　下記資料の提出を求めることに決定
①道の駅かつらぎに関する全体事業費及び全体計画の資料
②道の駅かつらぎに係る補助金返還に関する資料
③道の駅かつらぎの整備にからむ柊の郷の移転先の地質調査に関
する調査状況資料

12月3日 月 午前10時
第8回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委
員会協議会

協議案件　「今後の委員会運営等について」
　次回の委員会で、提出された下記資料を検証することに決定
①道の駅かつらぎに関する全体事業費及び全体計画の資料
②道の駅かつらぎに係る補助金返還に関する資料
③道の駅かつらぎの整備にからむ柊の郷の移転先の地質調査に関
する調査状況資料

12月14日 金 午後2時
第2回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委

員会

調査案件　
１．道の駅かつらぎに関する事項について
　　　提出された資料の検証
２．今後の委員会運営について
①道の駅かつらぎ建設に関する事業費について
②道の駅かつらぎ建設に関する事業計画変更の経緯について
③道の駅かつらぎに係る補助金の返還について
④道の駅かつらぎの整備にからむ柊の郷の移転先の地質調査につ
いて
以上の４項目について引き続き、整理して検証を行うことを決定。
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令和元年（平成３１年）
開会時間 会議名等 協議内容・決定事項等

1月15日 火 午前10時
第3回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委

員会

調査案件　
１．道の駅かつらぎに関する事項について
①道の駅かつらぎ建設に関する事業費について
②道の駅かつらぎ建設に関する事業計画変更の経緯について
③道の駅かつらぎに係る補助金の返還について
④道の駅かつらぎの整備にからむ柊の郷の移転先の地質調査につ
いて
　　　以上の４項目の論点整理。

２．今後の委員会運営について
　　　　協議会を開催し、質問項目等を整理することを確認。

1月28日 月 午後2時
第9回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委
員会協議会

協議案件　「今後の委員会運営等について」
①道の駅かつらぎ建設に関する事業費について
②道の駅かつらぎ建設に関する事業計画変更の経緯について
③道の駅かつらぎに係る補助金の返還について
④道の駅かつらぎの整備にからむ柊の郷の移転先の地質調査につ
いて
　　　以上の４項目の論点整理。

今後の進め方について、正副委員長と正副議長で調整することを確
認。

4月9日 火
午後1時30
分

第4回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委

員会

調査案件　
１．道の駅かつらぎに関する事項について
地質調査における市政検討委員会の答申について

２．今後の委員会運営について
委員会中に要望のあった資料を確認し、正副委員長と正副議長で調
整することを確認。

7月16日 火 午後2時
第10回道の駅かつら
ぎに関する調査特別
委員会協議会

協議案件　「今後の委員会運営等について」
　下記資料の検証
①道の駅かつらぎ建設の用地買収に係る土地鑑定書等一件
②公共用地先行取得に関する契約書

今後の進め方について、参考人や説明員の候補者を正副委員長と
正副議長で調整することを確認。

令和２年
開会時間 会議名等 協議内容・決定事項等

2月26日 水 午後2時
第11回道の駅かつら
ぎに関する調査特別
委員会協議会

協議案件　「現状報告と今後の委員会運営等について」

今後の進め方について、正副委員長で調整することを確認。

11月16日 月 午前10時
第5回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委

員会

調査案件　
１．道の駅かつらぎに関する事項について
道の駅かつらぎ監査結果通知書に基づく訴えの提案関連の内容に
ついて
国庫補助金の返還金の内容について

12月14日 月 午後3時
第6回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委

員会

調査案件　
１．道の駅かつらぎに関する事項について
道の駅かつらぎ監査結果通知書に基づく訴えの提案関連の内容に
ついて

日程

日程
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（５）提出を求めた記録

令和３年
開会時間 会議名等 協議内容・決定事項等

2月15日 月
午前9時30
分

第7回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委

員会

調査案件　
１．道の駅かつらぎに関する事項について
道の駅かつらぎ監査結果通知書に基づく訴えの提案関連の内容について

２．今後の委員会運営について
これまで委員会での調査内容の整理を正副委員長で調整することを確認。

6月21日 月 午後2時
第12回道の駅かつら
ぎに関する調査特別
委員会協議会

協議案件 「道の駅かつらぎに関連する裁判の進捗状況と今後の委員会運
営等について」

今後の進め方について、中間報告としてまとめることを確認。

8月20日 金 午前10時
第13回道の駅かつら
ぎに関する調査特別
委員会協議会

協議案件　「道の駅かつらぎに関する調査特別委員会中間報告について」

中間報告（案）の内容について協議。協議内容を踏まえて正副委員長で中
間報告を調製することを確認。

9月9日 木 午後3時
第8回道の駅かつらぎ
に関する調査特別委

員会

調査案件　
１．道の駅かつらぎに関する調査特別委員会中間報告について

委員会として中間報告を議長宛に提出することを決定。

日程

提出を求めた記録

（１）提出を求めた記録

（谷原議員　平成30年5月15日依頼分）
<請求資料>

提出を求めた記録の名称
提出（回答）
年月日

備考

訴えの提起に係る関係資料 平成30年5月15日

（２）執行機関に提出を求めた記録

（平成30年3月29日依頼分）　

提出を求めた記録の名称
提出（回答）
年月日

備考

①地域活性化事業委託料一覧資料
②地域活性化事業費工事費一覧資料
③地域活性化事業費補償費一覧資料

平成30年4月5日

（平成30年4月19日依頼分）　

提出を求めた記録の名称
提出（回答）
年月日

備考

①道の駅かつらぎの整備にからむ柊の郷の移転先の地質調査の関係書類一式
②道の駅かつらぎに関して調査された市政検討委員会の議事録
③地域活性化事業用地一覧資料
④地域活性化事業委託料一覧資料（詳細）

平成30年4月27日

（平成30年5月7日依頼分）　

提出を求めた記録の名称
提出（回答）
年月日

備考

①道の駅かつらぎの整備事業に係る委託料随意契約の詳細資料
②道の駅かつらぎに関して調査された市政検討委員会配付資料
　　（関係職員への聞き取り調査結果報告書）

平成30年5月15日 ②非公開のため、提出なし
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４ 調査状況報告

本特別委員会は、これまで１３回の協議会に加え、平成３０年６月２６日

の第１回の委員会以降、８回の委員会を開催し調査を行ってきた。しかしな

がら、本件に関しては損害賠償等請求事件の裁判等の係争中により参考人と

して委員会への出席を求めることが困難であったことや、道の駅かつらぎに

関する記録の管理等が不十分である状況の中、可能な限りの調査を行ってき

たので、その概要を報告する。

（１）道の駅かつらぎの概要について

①道の駅かつらぎに関する全体事業費及び全体計画の確認

【事業概要】

奈良県の西の玄関口となる南阪奈道路を主要幹線道路県道御所香芝線の

交差点付近に休養、交流、情報発信、研修等の機能を持つ道の駅を整備し、

農業・商工業・観光を含む産業の活性化と都市と農村の交流を促し、魅力あ

るまちづくりを推進する目的で事業が実施された。

【経緯】

道の駅かつらぎ建設に関する事業計画については、平成２２年７月に設立

された 城市地域活性化事業計画検討委員会において協議され、平成２３年

５月に地域活性化事業計画が策定。その後、平成２４年３月に都市再生整備

（平成30年9月3日依頼分）　

提出を求めた記録の名称
提出（回答）
年月日

備考

①道の駅かつらぎに関する全体事業費及び全体計画の資料
②道の駅かつらぎに係る補助金返還に関する資料
③道の駅かつらぎの整備にからむ柊の郷の移転先の地質調査に関する調査状
況資料

平成30年11月29日

（平成30年12月25日依頼分）　

提出を求めた記録の名称
提出（回答）
年月日

備考

①葛城市道の駅かつらぎ施設管理運営業務基本協定書の写し
②葛城市道の駅かつらぎ施設管理運営業務基本変更協定書の写し
③葛城市道の駅かつらぎ施設管理運営業務平成２８年度協定書の写し
④葛城市道の駅かつらぎ施設管理運営業務平成２９年度協定書の写し
⑤葛城市道の駅かつらぎ施設管理運営業務平成２９年度変更協定書の写し
⑥葛城市道の駅かつらぎ施設管理運営業務平成３０年度協定書の写し

平成31年1月9日

（令和元年5月16日依頼分）　

提出を求めた記録の名称
提出（回答）
年月日

備考

①道の駅かつらぎ建設の用地買収に係る土地鑑定書等一件
②公共用地先行取得に関する契約書

令和元年5月30日
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計画が策定され、平成２６年１２月に第１回の計画変更がされた。当初計画

の変更点として、計画面積の増加、地域振興棟の形の変化やその建築面積も

拡大し、事業がすすめられ、平成２８年１１月にオープンとなった。

【事業費】

理事者より提出のあった地域活性化事業費の一覧表では、道の駅かつらぎ

建設に関する事業費総額は平成２９年度末時点で、２９億３，５７２万３，

２３２円であった。議会への報告では、当初、平成２３年５月策定の地域活

性化事業計画では全体事業費約１８億円、また平成２４年３月に策定された

都市再生整備計画においても事業費約１８億円ということで報告があった

が、平成２６年９月議会で都市再生整備計画を変更予定であると報告した後、

平成２６年１２月に都市再生整備計画（第１回変更）がなされたが、その当

時、議会への報告はなく、議員から理事者への質疑に対して、道の駅の全体

事業費については、平成２７年９月に約２４億円、平成２８年６月に約２６

億円などと、その都度、議会に対して金額の報告をされていた。今回の調査

で、平成２６年１２月の都市再生整備計画（第１回変更）の資料が議会へ提

出され、その計画書には概算の事業費が約３０億円と記載されており、最終

的には平成２６年１２月に変更された都市再生整備計画の変更計画の通り

に執行されていたと判明した。

（２）不適正な事務について

②不適正な事務処理手続きの事実内容及び経緯の確認

Ⅰ 新道の駅建設事業にかかる建物移転補償について

本件については、道の駅整備事業に伴う物件移転補償契約に関する事務

処理であり、平成２６年１１月２８日付で 城市土地開発公社と社会福祉

法人柊の郷（以下「柊の郷」という。）において１億４，１６８万円で物件

移転補償契約の事務処理がされているが、平成２７年６月１６日付で 城

市と柊の郷において同じ物件について同じ金額である１億４，１６８万円

で土地売買及び補償に関する契約処理がされた。なお、 城市との契約に

基づく支払いは発生していない。

その支払いが発生していない 城市との契約をもとに平成２８年４月

５日付で柊の郷と２，５００万円の変更契約がされ法令改善に伴う追加と

いう変更理由で 城市より補償金が支払われたが、その法令改善について

は検証が必要である。
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Ⅱ 太田新池線改良工事（他１件）に伴う地質調査について

本件については、太田新池線改良工事に伴う地質調査及び八川地内敷地

造成工事に伴う地質調査として事務処理されているが、それぞれの地質調

査は実施されておらず、道の駅整備に伴い 城市が柊の郷に提供した代替

地において、平成２７年１１月に柊の郷が福祉施設を建設する際に、産業

廃棄物が埋まっていることが判明したため、代替地において 城市が実施

した地質調査の費用として支払われた。

Ⅲ 南阪奈側道１号線道路改良その２工事について

本件については、平成２８年４月５日付で栄和建設株式会社と南阪奈側

道１号線道路改良その２工事として１，７４９万６００円で建設工事請負

契約した事務処理。

道の駅整備事業に伴い収用された柊の郷の福祉施設の建物解体費用は

城市土地開発公社との物件移転補償契約により補償されており、柊の郷

の負担により福祉施設の解体をするべきものであるが、この工事契約金額

に福祉施設の建物解体費用を取壊工の名目で含めて支払われた。

Ⅳ 太田新池線道路改良工事（他３件）の工事について

本件については、太田新池線道路改良工事、中戸１号線道路改良工事、

中戸６号線道路改良工事、中戸２３号線道路改良工事の４件の工事として

事務処理されているが、それぞれの道路改良工事は実施されておらず、道

の駅整備に伴い移転された柊の郷の福祉施設の進入路や駐車場整備の費

用として支払われた。

【不適正な事務が行われた経緯】

当時、道の駅建設予定地には柊の郷の施設建物が建っており、移転をしていた

だくよう生野元副市長が中心となって交渉を行っていた。移転先の候補地につ

いては、同施設の建物が移転先候補地の西側にあったため、その近くで移転先を

探してもらいたいという要望が柊の郷からあった。候補地を選定する上で、所有

者の方や、地元の方、謄本等も確認し、換地された地番ではなかったこと等、考

えられる全ての調査を実施した結果、候補地を選定し、その結果を柊の郷に提案

し、同意を得られたため、代替地が決定した。しかし、移転先の基礎工事を行っ

ている時に、産業廃棄物がでてきたため、急遽、市も地質調査を実施した。その

結果、約７，８００万円の撤去費用がかかると判明し、内部で協議した結果、当

初の代替地の土地の金額が約４，０００万円であり、その倍の補償を市として支

払うのは難しいと判断したため、柊の郷と交渉をした結果、柊の郷の外構部分の
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工事や、移転後の旧施設の解体を市が実施することに加えて、補償金２，５００

万円を追加で支払うことになった。

これらの地質調査、移転先の外構工事及び福祉施設の取壊し工事の費用を市

で負担するために架空の地質調査及び道路工事などがねつ造された。そのため

に公文書偽造などの不正行為に職員が関与した。また、追加の移転補償を市で支

払うために、土地開発公社と柊の郷とが結んでいた契約と同一内容の契約を

城市が締結するなど不適切な契約事務が行われた。

地質調査について市が実施した理由については、すでに土地の所有権が柊の

郷に移っているものと認識しており、民間の土地を市が調査できないと思い、架

空工事の形を作り資金を捻出した。また、移転補償費について、柊の郷と土地開

発公社、柊の郷と市で二重契約したことについては、当初、市に予算がなく、土

地開発公社で買う形で契約をした。市との契約については、補助対象となるよう

に契約を結んだものであり、支払いはしていない。土地開発公社との契約書には、

相互協力義務が記載されており、瑕疵のない状態で提供することとなっていた。

産業廃棄物を土地開発公社の責任で処理しなかった理由として、以前から土地

開発公社で土地を先行取得するにあたっては、用地交渉云々等は全て担当課で

行っており、土地開発公社はその契約書に基づいて支払いのみを行っていたの

で、土地開発公社で契約した分も市で処理するという認識のもと業務を行って

いたと職員からの聞き取り調査の結果判明した。

これらの不適正な事務が行われた経緯には、道の駅かつらぎのオープンの日

程が決まっており、どうしても期日までに建設を間に合わさなければならない

状況にあったことが、平成３０年６月５日の第５回道の駅かつらぎに関する調

査特別委員会協議会の聞き取り調査で説明された。

しかしながら、 城市土地開発公社と柊の郷との契約において、代替地に瑕疵

がある場合の扱いを定めており、契約にしたがって公正に事務を行うことがで

きなかった原因については検証が必要である。

（３）補助金返還（精算）の概要について

③補助金の返還に係る経緯の確認

平成２６年１２月の計画変更後に、株式会社道の駅 城とソフト部門の担当

である農林課との協議により利用状況の変更について、ハード部門の担当であ

る建設課に対して依頼があったが、建設課としては計画変更の必要性は認識し

ていたものの、工事完了後に都市再生整備計画の変更が行えると考えていたが、

変更できず補助金を返還することになった。また、これに伴い、基幹事業と提案

事業の割合が変更になり国費率の低減に伴う精算が必要になった。さらに、補助

対象外の事業に補助金が充てられていたことや、届け出た図面と事務所の位置



- 13 -

が違うなど、図面と異なる箇所が複数あったこと、移転が必要になった柊の郷と

城市土地開発公社が約１億４，０００万円の物件移転補償契約を結んだが、公

社との補償契約は補助対象外と県から指摘を受け、補助金の返還をするに至っ

た。

国庫補助事業に対する知識、理解に欠けるところがあったため、不適正な事務

処理となり、国庫補助金の返還となった。また工事請負契約において官製談合が

発覚し、対象となった工事の契約条項に基づき損害賠償金を受け入れたため、該

当する国庫補助金を返還した。

地域活性化事業費（令和２年度精算後）

道の駅事業費総額 ２，９３５，７２３，２３２円

内、都市再生整備計画（都市局分補助対象事業費）

１，５１８，２９９，８７１円

都市局分補助金 ５８５，４００，０００円（Ａ－Ｂ－Ｃ）精算後

７２１，１１６，０００円（当初補助金）Ａ

９５，６４０，１３０円（平成２９年度返還額）Ｂ

４０，０７５，８７０円（令和２年９月返還額）Ｃ

内、社会資本整備総合交付金（道路局分補助対象事業費）

８３９，９１６，９７８円

道路局分補助金 ４６１，９５４，１６０円（Ｄ－Ｅ－Ｆ－Ｇ）精算後

５６１，３３８，８７６円（当初補助金）Ｄ

６４，５６９，７８０円（平成２９年度返還額）Ｅ

２０，７３２，４７３円（令和２年６月返還額）Ｆ

１４，０８２，４６３円（令和２年９月返還額）Ｇ
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（４）道の駅かつらぎ監査結果通知書に基づく訴えの提案関連の状況について

企画政策課提供資料（令和３年８月２０日時点）

① 損害賠償等請求事件（平成３０年（ワ）第３８６号）→

（令和２年（ネ）第２１８７号）

・原告 城市

・被告 山下前市長及び生野元副市長並びに栄和建設株式会社

・平成２９年１０月３０日付け 監第５１号の勧告１の内容の基づく訴訟

（勧告の内容）

城市長は、南阪奈側道 1 号線道路改良その２工事に含まれる社会福祉法人

柊の郷の取壊工事について計上されている社会福祉法人柊の郷の取壊費用分の

金額を調査した後、請求金額を確定させ、山下前市長及び生野元副市長について

は損害賠償請求を、栄和建設株式会社に対しては損害賠償請求ないし不当利得

返還金を請求するよう勧告する。

・案件：南阪奈側道１号線道路改良その２工事

・返還を求める対象者：山下前市長及び生野元副市長並びに栄和建設株式会社

・返還を求める金額：６，３０４，８６９円に支払の日（平成２８年１１月１

５日）の翌日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を合わせた額

・裁判開始日：平成３０年１０月１５日

・裁判回数：１２回

・裁判進捗状況：当事者及び証人尋問終了（令和２年６月１６日）

・判決日：令和２年９月２９日

・判決内容（主文）：１ 被告山下及び被告生野は、原告に対し、連帯して４

４７万３３６２円及びこれに対する平成２８年１１月

１６日から支払済みまで年５分の割合による金員を支

払え。

２ 原告の被告山下及び被告生野に対するその余の請求

並びに被告会社に対する請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は、原告と被告山下及び被告生野との間に

おいては、原告に生じた費用の３分の２と被告山下及

び被告生野に生じた費用の全部を１０分し、その３を

原告の負担とし、その余を被告山下及び被告生野の連

帯負担とし、原告と被告会社との間においては、原告

に生じたその余の費用と被告会社に生じた費用の全部

を原告の負担する。

４ この判決は、第１項に限り仮に執行することができ

る。
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・市の対応：控訴状提出、令和２年１０月１６日に第１審担当弁護士より提出

・控訴理由： 城市としては、住民監査結果に基づく訴えの提起であり、 城

市請求内容と奈良地方裁判所の判決の内容に相違があるため、控訴の手続きを

行うこととする。

・相手方の対応：控訴 山下前市長、生野元副市長が控訴状提出

・大阪高等裁判所第８民事部ヒ係令和２年（ネ）第２１８７号事件として争

う。

・大阪高等裁判所裁判開始日：令和３年３月９日（火） 第１回口頭弁論

・大阪高等裁判所：令和３年５月１８日（火） 第２回口頭弁論

・大阪高等裁判所：令和３年７月２７日（火） 第３回口頭弁論

・大阪高等裁判所：令和３年９月２７日（月）午前 10 時第４回口頭弁論予定

② 損害賠償等請求事件（平成３０年（ワ）第３８５号）→

（令和２年（ネ）第１６６６号）

・原告 城市

・被告 山下前市長及び生野元副市長並びに有限会社櫻井建材建設

・平成２９年１０月３０日付け 監第５１号の勧告２の内容に基づく訴訟

（勧告の内容）

城市長は、太田新池線道路改良工事（他３件）の工事について、山下前市長

及び生野前副市長については損害賠償請求を、有限会社櫻井建材建設に対し損

害賠償請求ないし不当利得返還金３７０万４，４００円を請求するよう勧告す

る。

・案件：太田新池線道路改良工事他３件

・返還を求める対象者：山下前市長及び生野元副市長並びに有限会社櫻井建材

建設

・返還を求める金額：３，７０４，４００円に支払の日（平成２８年６月６

日）の翌日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金を合わせた額

・裁判開始日：平成３０年１０月１５日

・裁判回数：８回

・裁判進捗状況：当事者及び証人尋問終了（令和２年１月１４日）

・判決日：令和２年６月２３日

・判決内容（主文）：１ 被告らは、原告に対し、連帯して３７０万４，４００

円及びこれに対する平成２８年６月７日から支払済み

まで年５分の割合による金員を支払え。

２ 訴訟費用は被告らの連帯負担とする、

３ この判決は、第１項に限り仮に執行することができる。
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・市の対応：市の主張がすべて認められたため控訴せず

・相手方の対応：控訴 山下前市長、生野元副市長が控訴状提出

・大阪高等裁判所第７民事部 1－Ｓ係令和２年（ネ）第１６６６号事件として争

う。

・大阪高等裁判所裁判開始日：令和３年２月２４日（水）

・裁判回数：４回

・大阪高等裁判所

③ 損害賠償等請求事件（平成３０年（ワ）第３８４号）

・原告 城市

・被告 山下前市長及び生野元副市長

・平成２９年１０月３０日付け 監５１号の勧告３の内容に基づく訴訟

（勧告の内容）

城市長は、新道の駅建設事業にかかる建物移転補償の変更契約について、山

下前市長及び生野元副市長については損害賠償請求を、社会福祉法人柊の郷に

対しては損害賠償請求ないし不当利得返還金２，５００万円を請求するよう勧

告する。

・返還を求める対象者：山下前市長及び生野元副市長

・返還を求める金額：２，５００万円に支払の（平成２８年５月３１日）の翌

日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害額を合わせた額

・裁判開始：平成３０年１０月１５日

・裁判回数：３回

・併合：平成３１年２月１３日、本件の弁論に奈良地方裁判所平成３０年（ワ）

第１０５号、同第３７３号事件の弁論に併合される。

④ 債務不存在確認請求事件（平成３０年（ワ）第１０５号・同第３７３号）→

（令和３年（ネ）第２６５号）

反訴の提起について

・原告 城市

・反訴被告となるべき者：社会福祉法人柊の郷

・請求要旨：平成３０年２月２３日付で柊の郷が起こした、平成２８年５月３１

日付で支払った物件移転補償追加補償金２，５００万円について、市に対する不

当利得返還債務が存在しないことを確認する訴えに対する反訴を提起

・裁判開始：平成３０年４月１７日

・併合：平成３１年２月１３日、本件の弁論に奈良地方裁判所平成３０年（ワ）

第３８４号事件の弁論を併合する。
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・裁判回数：１７回

・裁判進捗状況：第１回当事者及び証人尋問終了（令和２年 9月１日）

第２回当事者及び証人尋問終了（令和２年９月１５日）

・判決日：令和２年１２月２２日

・判決内容（主文）：１ 原告は、反訴原告に対し、２，５００万円及びこれに

対する平成３０年７月３１日から支払済みまで年５分

の割合による金員を支払え。

２ 被告山下及び被告生野は、反訴原告に対し、連帯して

２，５００万円及びこれに対する平成２８年６月１日

から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

３ 反訴原告の原告に対する主位的請求及びその余の予

備的請求をいずれも棄却する。

４ 訴訟費用は、乙事件及び丙事件を通じて原告並び被

告山下及び被告生野の連帯負担とする。

５ この判決は、１項及び２項に限り、仮に執行すること

ができる。

・市の対応：市の主張がすべて認められたため控訴せず

・相手方の対応：控訴 柊の郷、山下前市長、生野元副市長が控訴状提出

・大阪高等裁判所第１３民事部Ａ２係令和３年（ネ）第２６５号として争う。

・大阪高等裁判所裁判開始日：令和３年５月１４日（金）

・裁判回数３回

・大阪高等裁判所：令和３年９月３日（金）午後２時 第１回口頭弁論予定

⑤ 産業廃棄物撤去等請求事件（平成３０年（ワ）第３５９号）→

（令和３年（ネ）第２１８号）

・原告 社会福祉法人柊の郷

・被告 城市

城市土地開発公社

・訴状 平成３０年７月１２日奈良地方裁判所提出

（請求の趣旨）

被告らは、原告に対し、連帯して、 城市中戸５９５番地１、同５９５番地２

同７９１番地の土地につき、埋土範囲図面記載の範囲における深さ５．２メート

ルの埋土及び盛土を除去し、除去した部分に安全な土で客土をせよ。

・裁判開始：平成３０年１１月５日

・裁判回数：３回

・訴えの変更申立書提出：令和元年６月１７日
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（変更後の請求の趣旨）

被告らは、原告に対し、連帯して、３億４,９３８万４,０５９円及びこれに

対する訴状送達の日の翌日から支払済まで年５分の割合による金員を支払え。

・裁判回数：１０回（合計１３回）

・裁判進捗状況：当事者及び証人尋問終了（令和２年８月２４日）

・判決日：令和２年１２月２２日

・判決内容（主文）：1 被告公社は、原告に対し、４，０７７万７，０００円

及びこれに対する平成３１年４月１９日から支払済みま

で年５分の割合による金員を支払え。

２ 原告の被告公社に対するその余の請求及び被告市に対

する請求をいずれも棄却する。

３ 訴訟費用は、原告と被告公社との間においては、原告

に生じた費用の全部を１０分し、その９を原告の負担と

し、その余の費用と被告市に生じた費用の全部を原告の

負担とする。

４ この判決は、１項に限り仮に執行することができる。

・市の対応：市の主張がすべて認められたため控訴せず。

・公社の対応：控訴状提出、主張が認められず控訴状を令和２年１２月２５日

に第１審担当弁護士より提出

・相手方の対応：控訴 柊の郷が 城市・ 城市土地開発公社に対し控訴状を

提出

・大阪高等裁判所第４民事部ホ係令和３年（ネ）第２１８号として争う。

・大阪高等裁判所裁判開始日：令和３年５月１３日（木）第１回口頭弁論

（結審）

・判決日：令和３年７月２９日

・判決内容（主文）：１ 本件各控訴をいずれも棄却する。

２ 一審原告の控訴費用は一審原告の、一審被告公社の

控訴費用は一審被告公社の各負担とする。

・公社の対応：上告状兼上告受理申立書提出、判決について一部不服がある

ので上告状及び上告受理申立を令和３年８月１１日に控訴担当弁護士から提

出。

⑥ 補償金支払請求事件（令和３年（ワ）第８３号）

・原告 社会福祉法人柊の郷

・被告 城市土地開発公社

・訴状 令和３年２月２５日奈良地方裁判所に柊の郷提出、 城市土地開発公
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社令和３年３月１１日受理

（請求の趣旨）

被告は、原告に対し、金２，５００万円及びこれに対する２０１６年（平成

２８）年４月５日から支払い済みまで年５分の割合による金員を支払え

・裁判開始日：令和３年６月１５日（火）午後１時１５分 口頭弁論期日中止

(形式的な期日のためだけに東京から弁護士がくることになるのを避けるため)


